
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
掲
示
す
べ
き
事
項
等
）

（
掲
示
す
べ
き
事
項
）

第
六
条

交
付
代
行
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
自
動
車
登
録
番
号
標
を
交
付
す
る
業
務
を
行
う
日
時
に
つ
い
て
、

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
交
付
代
行
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

交
付
代
行
者
は
、
事
業
場
ご
と
に
、
自
動
車
登
録
番
号
標
を
交
付
す
る
業
務
を
行
な
う
日
時
を
公
衆
の

見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

坂
本

哲
志





改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
点
検
又
は
整
備
の
作
業
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
作
業
に
係
る
料

金
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
依
頼
者
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

一

法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
点
検
又
は
整
備
の
作
業
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
作
業
に
係
る
料

金
を
当
該
事
業
場
に
お
い
て
依
頼
者
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
こ
と
。

イ

自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

（
新
設
）

ロ

自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
新
設
）

二
〜
十

（
略
）

二
〜
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
船
舶
の
放
置
等
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定
又
は
そ
の
廃
止
の
公
示
）

（
船
舶
の
放
置
等
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定
又
は
そ
の
廃
止
の
公
示
）

第
三
条
の
十

法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
二
項
（
法
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
区
域
若
し
く
は
物
件
の
指
定
又
は
そ
の
廃
止
の
公
示
は
、
公
報
又
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る

ほ
か
、
当
該
指
定
又
は
そ
の
廃
止
に
係
る
区
域
又
は
そ
の
周
辺
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
港

湾
管
理
者
に
あ
つ
て
は
当
該
港
湾
管
理
者
の
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
十

法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
二
項
（
法
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
区
域
若
し
く
は
物
件
の
指
定
又
は
そ
の
廃
止
の
公
示
は
、
公
報
又
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る

ほ
か
、
当
該
指
定
又
は
そ
の
廃
止
に
係
る
区
域
又
は
そ
の
周
辺
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
運
賃
及
び
料
金
等
の
実
施
等
）

（
運
賃
及
び
料
金
等
の
実
施
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲

げ
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

（
新
設
）

イ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
貸
切
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

（
新
設
）

イ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



三

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

（
新
設
）

イ

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
公
示
事
項
等
）

（
公
示
事
項
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

（
新
設
）

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
新
設
）

３

路
線
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

路
線
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
停
留
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
停
留
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

（
新
設
）

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
新
設
）

（
公
示
事
項
の
変
更
の
予
告
）

（
公
示
事
項
の
変
更
の
予
告
）

第
六
条

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
を
除
く
。
第
十
六
条
に
お
い
て

同
じ
。）は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

し
た
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
又
は
公
衆
の
利
便
を
阻
害
し
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
実
施
し
よ

う
と
す
る
日
の
少
な
く
と
も
七
日
前
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
し
た
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
又
は
公
衆
の
利
便
を
阻
害
し
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
実

施
し
よ
う
と
す
る
日
の
少
な
く
と
も
七
日
前
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
又
は
停
留
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
次
に
掲
げ
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
又
は
停
留
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

（
新
設
）

イ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
貸
切
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

（
新
設
）

イ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
等
の
公
示
）

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
等
の
公
示
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る

と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

（
新
設
）

イ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
貸
切
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

（
新
設
）

イ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

三

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

（
新
設
）

イ

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
遅
延
に
関
す
る
公
示
）

（
遅
延
の
掲
示
）

第
十
六
条

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
の
到
着
が
著
し
く
遅
延
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
原
因
を
調
査
し
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車

の
到
着
が
著
し
く
遅
延
し
た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
原
因
を
調
査
し
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
を

関
係
の
あ
る
営
業
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
関
係
の
あ
る
営
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

イ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
一
般
貸
切
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

イ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
事
故
に
関
す
る
公
示
）

（
事
故
に
関
す
る
掲
示
）

第
十
七
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
天
災
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
事
業
計
画
又
は
運
行
計
画
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
事
業
用
自
動
車
を
運
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
た
め
、
旅
客
の
利
便
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
天
災
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
事
業
計
画
又
は
運
行
計
画
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
事
業
用
自
動
車
を
運
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
た
め
、
旅
客
の
利
便
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
関
係
の
あ
る
営
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
関
係
の
あ
る
営
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
当
該
公
示
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
新
設
）

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
小
型
船
造
船
業
登
録
済
証
の
掲
示
等
）

（
小
型
船
造
船
業
登
録
済
証
の
掲
示
等
）

第
二
十
一
条

小
型
船
造
船
業
者
は
、
小
型
船
造
船
業
登
録
済
証
に
つ
い
て
、
当
該
登
録
に
係
る
事
業
場
の
見
や

す
い
場
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
小
型
船
造
船
業

者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条

小
型
船
造
船
業
者
は
、
小
型
船
造
船
業
登
録
済
証
を
当
該
登
録
に
係
る
事
業
場
の
見
易
い
場
所
に

掲
示
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

一

小
型
船
造
船
業
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

（
新
設
）

二

小
型
船
造
船
業
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
記
様
式
第
二
十
六
号










（

第
八
十
一
条
関
係
）

別
記
様
式
第
二
十
六
号










（

第
八
十
一
条
関
係
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
掲
げ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
と
み
な
す
。




